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　一定の障害により、障害等級第 1または 2級の障害（補償）等年金もしくは傷病等級第 1また
は 2級の傷病（補償）等年金を 10 年以上受給していた方が、業務外の原因で死亡した場合、一定
の要件を満たすご遺族の方に、長期家族介護者援護金を支給します。
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